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教育委員会定例会（平成１８年１１月）会議録 

１．日   時 平成１８年１１月 2 日（木） １６：００ ～ １７：２５ 

２．場     所 新居浜市庁舎 3 階 応接会議室  

３．出 席 者 

 
委 員 長  太 田 恵理子 
委    員   桒 田  敬  子  小 野 正 師  宇 野 征 一 
教 育 長   阿 部 義 澄 
事務局長  鎌 田 眞太郎 
総括次長  池 内 貞 二 
次  長  佐 藤 弘美子 
課  長  高 橋 康 文  岩 崎 幸 夫  近 藤 清 治 
館  長  前 垣 芳 郎 
 

４．教育長の 
   一般報告 

 
（1）１０月分行事報告及び１１月分行事予定について 
（2）その他 

５．記録者氏名 社会教育課 守谷 千恵 
 
６．会議の概要 

 

＜その他＞ 

(１) 第１回新居浜市こころのことばコンクール審査結果につ

いて 

(２) 美術品の寄贈について 
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阿部教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは定刻が参りましたので、平成１８年第１１回新居浜市教育

委員会定例会を開催致します。 

始めに、１０月１７日、お祭りの最中の事ですが、宮西小学校の児

童が転落事故でお亡くなりになりました。哀悼の意を表し黙祷を捧げ

たいと思います。ご起立ください。黙祷。 

（黙祷） 

お直りください。 

それでは会議に移ります。本日の会議録署名委員は桒田委員さんと

小野委員さんにお願い致します。 

会期は本日限りとします。前回の第１０回会議録の承認については

宇野委員さんと、桒田委員さんにご署名を頂いております。 

それでは、教育長さんの一般報告をお願い致します。 

 

  
それでは、一般報告を行います。資料の２ページをご覧ください。 
 １０月の主な行事についてご報告いたします。 
６日・７日 愛媛国体での新居浜市の種目検討のため、兵庫県の明

石市でのウエイトリフティング競技、西宮市でのセーリング競技、三
田市での軟式野球会場の会場準備、施設状況等について視察研修を行
いました。どの競技の開催についても充分な検討と開催県の住民とし
ての意識づくりが必要と痛感いたしました。 
８日 第３７回新居浜市民体育祭開会式が、健康・躍進・奉仕の大

会スローガンのもとに市営野球場で盛大に開催されました。なお、市
民体育祭において、平成１８年度新居浜市体育功労賞に山口眞沙子
氏・鈴木英夫氏、また、スポーツ賞に 第１７回日本身体障害者陸上競
技選手権大会優勝の早崎清光氏、第２８回全国高等専門学校テニス選
手権大会優勝の登尾泰平さん、末竹哲也さん、第４４回全日本教職員
バドミントン選手権大会で優勝された逸見寛治氏、第２４回全日本バ
ウンドテニス選手権大会で優勝された岡田恵美子氏の５人に贈られま
した。  
国土交通省との連携のもとに、泉川校区連合自治会が実施している

国道１１号バイパス清掃活動に、泉川中学校生徒３０名が参加し、道
路脇の空き缶拾いやゴミ回収を実施しました。道路清掃は６月に続い
て２回目でしたが、太鼓祭りに市外からのお客さんを迎えるために美
しいまちづくりに取り組んだものです。泉川中学校生徒の参加は今回
が最初でしたが、地域住民の方々と一緒に汗を流し、地域の一員とし
て活動に参加することで、より協働意識や連帯感を再認識する機会に
なったのではないかと思います。 
１１日 第４回小中学校教頭研修会が開催され、「管理職としての

資質・能力を高めるために、教頭としていかにあるべきか」とのテー
マで研究協議が行われました。研究協議の資料として、「企業人からみ
た教育管理職（教頭）に望むこと」と題して、（株）ユキ・ダスキン新
居浜支店代表取締役社長・新居浜市教育委員さんの小野正師氏に講演
を依頼いたしました。“会社経営は 人なり”をモットーに日々実践し
ていることを中心に、人を育てることについて熱い思いを語っていた
だきました。 
１２日 第２回新居浜市国際交流推進委員会がもたれました。第１
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回での派遣事業の協議内容と問題点についてのまとめ報告と対応策が
説明され、相互交流、中学生のみの海外派遣、英語圏への派遣等が提
言されました。青野正委員長さんをはじめ各委員の皆様の熱心なご審
議に感謝を申し上げますと共に、提言を生かした国際交流へ推進して
いきたいと思います。 
１３日 新居浜市教育委員会の幼稚園訪問が神郷幼稚園で実施され

ました。 
第２回小中教務主任研修会がもたれ、「学校の教育目標を実現する

ために、教務主任は組織をどう活性化し、いかにリーダーシップを発
揮するべきか」のテーマで研究協議が行われました。研究協議を深め
るために、新居浜工業高等専門学校副校長桒田茂樹先生による「組織
のリーダー・新居浜工業高等専門学校の取り組み」と題しての講演を、
独立行政法人として組織替えを行い、これまでの学校運営体制だけで
は対応できなくなったなかで、新たな学校経営をめざして教育改革へ
の取り組み方について説明していただきました。より身近な事例とし
て大変参考になったのではないかと思います。 
１６日 埼玉県入間市立金子公民館の館長さんをはじめとして公民

館関係者８名が、新居浜市立金子公民館との姉妹館交流会のために来
られました。慈眼寺の金子一族への墓参をはじめとして、太鼓台の見
学、交流会等で、半世紀間の交流をさらに深めることができました。 
１７日 宮西小学校の児童が、太鼓台の運行見学中ベランダから誤

って転落し、大変残念なことになりました。ご冥福をお祈りいたした
いと思います。 
２２日 平成１８年度第５１回秋の芸術祭の第１部が開催され、１

１月３日までの期間に第５部まで開催されます。 
また、第５６回新居浜市美術展の前期（洋画・書道・陶芸・彫塑立

体）が１０月２７日まで開催されました。 
２４日 第４２回新居浜市小学校陸上記録会が河川敷陸上競技場で

開催されました。 
２６日 平成１７年度の決算特別委員会が開催されました。  
また、惣開公民館が優良公民館として選出され、文部科学大臣表彰

を受賞しました。 
２８日 小学生の「子どもと教育を語るつどい」が開催され、多様

な意見が述べられました。  
また、市内の篤志家から子どもたちの健全な成長を願う気持ちを表

した「すくすくと みんななかよく いじめなし」の言葉が銘記され
た、京都在住の陶芸家で平成１６年度新居浜市郷土美術館特別企画展
を開催された谷口正典氏の工芸品が、市内各小学校へ寄贈されました。
いじめのない、児童の夢の実現が可能な楽しい学校づくりを心に刻ん
でほしいものです。  
第５２回愛媛県ＰＴＡ大会において、優良ＰＴＡとして、角野小学

校ＰＴＡ、川東中学校ＰＴＡが県教育長・県ＰＴＡ連合会会長連名表
彰を受賞いたしました。 
平成１８年度広瀬歴史記念館特別企画展「広瀬宰平・伊庭貞剛と峩

山和尚」の記念講演会が開催され、住友資料館副館長・広瀬歴史記念
館名誉館長の末岡照啓氏の講演が開催されました。 
公民館ルネサンス塾の先進地研修として３１名が内子町を訪問しま

した。内子町自治センター、フレッシュパークからりを見学した後、
山間部の石畳地区を訪問し、まちづくり団体である「石畳を思う会」
と交流しました。同地区の人口は３８０人ですが、自治大臣表彰、農
林水産大臣表彰などの実績を上げた山間の集落です。住民が出資して



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昔の水車を復元したり、婦人団体が「石畳の宿」という旅館を経営す
るなど先進的な取り組みが評価されたそうです。会の事務局長が団体
運営の三箇条を話してくれました。一つは「規約を持たず、役員任期
を定めない」二つは「補助金を当てにしない」三つは「多数決で決定
せず、発案者が責任を持って取り組む」ということで、一般的な団体
運営とは異なる考え方ですが、それを２０年間続けたことで、一つの
スタイルとして定着したようです。石畳地区に至る道路の脇には、お
客様を迎えるマリーゴールドやサルビアが延々と咲き誇っていたこと
がとても印象に残ったとのことでした。 
２９日 新居浜市立児童館行事の「にいはま やんちゃＫＩＤＳ 

２００６」が山根総合体育館で市内の主任児童委員、愛媛県総合科学
博物館友の会科学クラブ、東高、西高、南高、工業高校、商業高校，
新居浜工専、各児童センター、瀬戸児童館地域活動クラブ等のボラン
ティアの協力を得て雨天にもかかわらず、多くの児童・生徒の参加で
大変にぎやかに開催されました。 
惣開校区文化祭が開催されました。開始時は雨天のため参加者は少

なかったのですが、昼ぐらいから増え、大変にぎやかな文化祭となっ
ていました。 
第５６回新居浜市美術展の後期（日本画・写真・華道・美術工芸・

商業デザイン）が、１１月３日まで開催されます。 
身体障害者チャリティー第２３回ウエイト制オープントーナメント

全日本拳武道選手権大会が市民体育館で開催されました。小学生から
成人までの予選を勝ち抜いてきた選手たちの厳しい闘いに、日ごろの
練習の成果と厳しさを感じさせられました。 
３１日 泉川中学校への学校訪問が行われました。 
夜、市民体育祭の反省会がもたれました。 
１１月１日 東予地区中学校新人体育大会が新居浜市・四国中央市

で開催されました。 
愛媛スポレク祭２００６への出場選手団の打合せ会がもたれまし

た。１７種目､４４１人の選手が参加いたします。 
 
その他､１１月の主な行事予定について報告を申し上げます。 

 
 ３日 文化の日 市美術展表彰式 大生院校区文化祭 
４日 第２１回新居浜市駅伝大会兼第５０回中学校駅伝大会 
５日 図書館リサイクルブックフェア（別子銅山記念図書館） 

こころのことばコンクール（ウィメンズプラザ） 
  文化祭（浮島・若宮・多喜浜・船木・角野） 

６日 児童生徒を守り育てる日 
  ９日 教職員物故者慰霊祭 
 １０日 小中学校人権・同和教育研究大会 
１１日 第１９回県中学校新人体育大会 

 １２日 文化祭（宮西・金栄・高津・垣生・神郷・泉川・別子山） 
     中萩公民館設立６０周年記念式典 
１３日 第１９回県小学校陸上運動記録会(県陸上競技場) 

 １４日 小中音楽発表会 
１５日 手をつなぐ子らの作品展（文セン） 
１６日 第５５回秋季県展新居浜移動展（郷土美術館） 
１８日 子どもと教育を語るつどい（中学校の部） 
１９日 文化祭（新居浜・金子・大島・中萩） 

第２６回県中学駅伝競走大会兼第１４回全国中学校駅伝大会
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太田委員長 

 

 

 

 

 

 

池内総括次長 

 

 

 

 

太田委員長 

 

 

 

岩崎体育文化課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太田委員長 

 

 

 

 

阿部教育長 

予選会（松山砥部） 
２７日 第２回小中学校校長研修会 
２９日 教科・教科外研修会並びに教育研究所発表会 

 
以上で、一般報告を終わります。 

   

 

ありがとうございました。ただ今の報告について、ご意見・ご質問

等ございませんか。 

それでは、審議の必要な案件はないですが、その他の内容について

第１回新居浜市こころのことばコンクール審査結果について事務局か

らご説明お願い致します。 

 

 

お手元の資料の「こころのことばコンクール作品集」というのがあ

りますのでご覧ください。 

（以下、資料に基づき説明） 

 

 

ご質問等ございませんか 

続きまして、２番目の美術品の寄贈についてお願い致します。 

 

 

美術品の寄贈についてご報告致します。お手元にお配りしておりま

す、「美術品の寄贈について」という資料がありますのでご覧くださ

い。９月９日から２７日まで、郷土美術館において平成１８年度特別

企画展として「大地無窮・宮田翁輔展」を開催致しましたが、企画展

終了後、宮田氏より作品の一部について寄贈のお申し出を頂きました。

資料にあります、６作品の寄贈をお受けしましたことをご報告致しま

す。なお、ご寄贈頂きました事に対しまして、本日市長が東京へ公務

出張をしておりますので、それに伴い、宮田氏宅を訪問して、感謝状

を贈呈する運びとなっておりますので、あわせてご報告致します。以

上です。 

 

 

ありがとうございました。今の件についてご質問等ございませんか。 

それでは、配布されている資料の「いじめについての調査」につい

てお願い致します。 

 

 

冊子のほうをご覧ください。「平成１８年度いじめ調査の考察と対

応について」、新居浜市は過去２０年以上になるんですが、２２回目に
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なります年一回６･７月を中心に全小学生、中学生に対してアンケート

調査をしていじめ調査を行っております。なお、その結果報告という

形でアンケートとその後にいろいろな考察・対応等についても分析し、

いじめについての感想も最後に書くようにしておりまして全部載せて

おります。なお、この資料につきましては、教師全員に配布し研修に

使って頂くと共に、学級での指導に役立てて欲しいと思っております。

また、今年度非常にいじめによる深刻な事が報告されておりますので、

増刷をして、ＰＴＡ等の活動の中で、また、その他の活動に使ってい

きたいと思っております。その後にＡ４のプリントが入っていますが、

先程２２年間といいましたが昭和６０年から平成１８年度までいじめ

の件数について整理してみました。途中で集計の方法が変わっており

ますが、平成５年以降は、全学級の集計です。小学校も中学校も件数

的には当初から比べますと、減ってきていると、しかし、いじめがな

いかというと決してそうではありません。また、参考に資料に使って

いただけたらと思います。学校の方もそういう形です。また、同じい

じめの調査で、９月３０日現在いじめ問題の調査実態というのがあり

ます。８月に今治でいじめによる自殺があって、いじめの件数の実態

把握をしたいということで、新居浜市は１学期間という形で先程説明

した状況があったのですが、それでは少し遅いのではないかというこ

とから、毎月１回月末にいじめ調査をすることにしました。それで、

小学校では１１件のいじめが報告されております。そのいじめのなか

で、いじめが解消している９月中に起こり解決したのが６件、いじめ

が継続して、現在指導中であるというのが５件、また、いじめの発見

のきっかけは一番多かったのは児童からの訴え、あとは担任等、保護

者からの訴えということで、アンケートからは１件でております。ア

ンケートが解決になるのかどうかはちょっと苦しいところがあります

が、やはりその辺りは先程１１件あったという事も含めまして、今後

考えていきたいと思います。次にその内容ですが、小学校ではひやか

し、からかいが６件、その他では暴力をふるう、睨んだり物を壊して

驚かすとか、言葉での暴力などです。中学校では７件報告されており

ます。そのうち、いじめが解消されているのは５件、現在指導中とい

うのが２件、そして、中学校では生徒からの訴えが４件、その他教師

からが１件、他の見ていた子どもからの訴えが１件、アンケートで１

件という結果です。いじめの様態としましては、言葉での脅し、ひや

かしや、からかい、暴力をふるう、たかりというのが案件として出て

きております。なお、この時の内容から継続しているものにつきまし

ては、担当指導主幹が、学校と連携を取りながら取り組んでおります。

なお、このいじめ調査につきましては、今後も毎月月末にしていきた

いと思います。１０月分についても現在集計中でございます。以上で

報告を終わります。 
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太田委員長 

 

 

小野委員 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野委員 

 

 

 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桒田委員 

 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

何かご意見ございますか。 

 

 

アンケートは無記名ですか。 

 

 

アンケート用紙には名前を書きます。というのは、学級担任が目を

通しますので実際いじめられていた場合無記名では誰が悩んでいるか

ということが把握できないので意味がないと。ただ、全員がなにかし

ら記入する形を取っておりますので、書いた者がいじめを訴えたとい

うことにはなりません。周りには分からないようになっています。教

師がそれを回収して、後で訴えている子にはフォローしていくように

しております。 

 

 

実態の把握ができましたら、いじめは絶対にいけない、ということ

ですぐに対応をとっていただけたらと思います。最近怖いのは伝染と

いう傾向も見られますので教育委員会をはじめ学校で早急に対応をお

願いします。 

 

 

子どもにとって学校は楽しく、夢を実現する所であってほしいとい

うのが教育委員会の願いでございます。継続しているという事につい

て９月始めにあった事は対応していますが、９月末頃の事に関しまし

ては、いじめられた側の気持ちといじめた側の原因を聞きながら現在

指導が続いています。教育委員会としては、解決したと言ったからと

いって本当に解決しているのか、また継続中の分で検討を要する内容

については担当指導主幹が直接学校へ出向き確認するという形をとっ

ています。そういった形で、子どもの実態把握並びに悩みを早急に教

育委員会が学校と連携して指導をしていきたいと思っています。 

 

 

そういった解決の際は、担任かスクールカウンセラーのどちらが主

なのでしょうか。相談員が入ったというケースの報告はありますか。 

 

 

主に学級担任で、学校長まで案件が上がるようになりました。スク

ールカウンセラーは、学校長の指導のもとに悩みのフォローや相談を

するという形での対応です。即対応というのは学校長のリーダーシッ

プのもとに教職員がしています。 
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桒田委員 

 

 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県外のニュースで教師の何気ない言葉によっていじめの引き金とな

ったとあるのですが、そういったいじめのきっかけの項目がアンケー

トに記載されてないので、いるのではないでしょうか。 

 

 

いじめの原因や様態はいろんな場面があり非常に複雑です。特定の

原因は話を聞いていってわかってくると思います。いじめが発覚した

時にわかっている原因は表面的なものであって、話をしていくと案外

違ったりもします。最初に出た原因は一概に合っているとは言えませ

ん。担当する場合は一人にこだわらず複数で指導することによって、

子どもの悩みがより掴めるのではないかと思っています。一人だとど

うしても把握しきれないかもしれないので学校長を中心とした指導   

体制、または学年で取り組む場合は学年主任を中心に生徒指導も入り

そういった取り組みをして行って欲しいと思います。 

 

 

 新聞報道で“いじめ、命”というのが本当に多く報道されています。

それぞれの学校も、よその事ではなく我が事ととらえてもらえている

と思います。市の教育委員会としても調査をしたり文書を出したりし

て頂いてありがたいと思っていますが、この冊子にいじめられた事が

あると意識するのと、いじめた事があると意識するのとは大きく違っ

ているわけです。いじめられた方は深刻な一方、いじめる方はそれほ

どでもないという意識の違いがあるなかで、いじめイコール命と関係

してくるので委員会としてもしつこく現場を指導して頂かないといけ

ないと思います。新聞を祈るような気持ちで読んでいます。よろしく

お願い致します。 

 

 

 はい。教育長として子どもに直接語るという時間がほとんどありま

せん。先日、小学生の“子どもと教育を語る会”で私自身の思いをあ

いさつの中で言わせて頂きました。私自身いじめにつきまして、加害

者・被害者・傍観者があると思っています。しかし加害者や傍観者と

いうのは、いじめられる側の気持ちがわからない想像力の乏しい鈍感

な人間であると私自身思っています。それと学校や教育委員会が秘密

主義に陥った場合、被害者の悩みは解決しないと思います。なぜいじ

めが発生した場合かという事を明らかに公表する事によって、いじめ

られた側の苦しみ・いじめられるきっかけになって行った過程がわか

る事によって、加害者は誤りに気が付くと思います。被害者にとって

いじめられた事を公表するのは非常に酷な事と思います。それは学校

や教育委員会の役目だと思っています。先程言いました毎月実施する
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宇野委員 

 

 

 

太田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事によって教育長のもとまでいじめの件数・実態の報告がされるよう

に組織の改善を今取り組んでいます。先程ありましたアンケートの形

式ですが第一回目が９月、それ以後については指導経過や指導上の困

難点についても教育委員会で把握していく必要があると思います。 

 

 

 何も無い時の危機管理が大切だと思うので、現場の危機意識を指導

して頂きたいと思います。 

 

 

 アンケートをしたり状況を把握する努力をして頂いてありがたいと

思いますが、本当に正確な情報が入ってくるのか心配です。例えば身

近なところでいじめられているとしたら、なかなか本当の事を言えな

いという事もあると思いますし、学校の先生方は数字が減っていくの

が望ましいという考えも働くと思いますし、数字を追う事が目的では

なくて現状をきちんと把握する事が目的だという事を伝えて頂けたら

と思います。病院でも、治療に対する苦情や、医師に対する苦情を患

者さんが持たれるわけですけれども、そういった事が把握できるよう

に投書箱があったり、県や保健所に相談窓口があります。学校にはそ

ういうものがまだないかと思いますが、学校の外に窓口を設置したり

外部の方が入って相談を受け付けたりそういったのもをしてみてはと

思いますがいかがですか。 

 

 

 小学校と中学校の生徒の発達段階に応じて取り組みが違います。例

えば、いじめられた事を訴えると生徒会が聞いて、そういう時はどう

すればいいのか再度子どもたちに投げかけて対策を全校生徒に問いか

けていくという取り組みをする学校もあります。中学校の大半は意見

箱・相談箱を設置しています。しかしそれは投書する際見られるとい

う不安からか利用する事は少ないです。そのため外部に相談センター

的なものを作っていく必要もあろうかと思います。ただ、そうなって

くると人や受け入れる体制や準備が間に合わないという事もあるの

で、まずは毎月調査活動をする事によって把握していきたいです。全

国的には小中学生の人権本部組織というものを作っている地域があり

ます。そういう所は大学があり、先生や弁護士さんが作られている事

例がありますが、新居浜は検討中です。今のところ教育委員会が課題

意識を持って取り組む事によって、直接電話をしてきたり市長へのメ

ールや市政だよりへの投書等の方法があります。今日も市民の方から

市長へいじめ問題に対する教育委員会の取り組みについて質問のメー

ルがあり、お答えしました。子どもがいう周りのもの全体が不審者へ



10 

 

 

 

 

太田委員長 

 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

太田委員長 

 

 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

 

 

太田委員長 

 

 

小野委員 

 

 

 

 

桒田委員 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

 

 

の対応もあったのですが全員が関わる事です。苦しむ事の無い様にし

たいと思います。 

 

 

 市政だよりの後ろにいろいろな相談窓口が記載してありますが、ヤ

ング悩み相談は利用されているのですか。 

 

 

 まだそこまではもっていっていません。 

 

 

 

 子どもは市政だよりを読まないと思うので、そういった広報も行っ

た方が良いと思います。 

 今の話題はよろしいですか。その他ご報告はありませんでしょうか。 

 

 

 １０月分は集計中なので９月末現在で不登校生７４名、小学生６名、

中学生６８名となっております。また学校の状況等についてもお配り

した冊子にあるように、９月になって不登校・３０日以上の欠席にな

った子どもたちです。 

 

 

 ご意見ございますか。 

 

 

 累計が極端に高い３％を超える学校、２％ぐらいの学校、９月に入

って１３名不登校が増えておりますので早急な対応をしなければいけ

ないと感じます。 

 

 

 いじめによる不登校という形ではでていませんか。 

 

 

 ３０日以上いうのはつかんでおりません。いじめの問題につきまし

ては対応して解決していきます。今回９月に不登校になっていった子

どもの無気力・遊び型・複合型が主な状況となっております。今後や

る気や目標を失っている無気力の子どもたちをどう支え、どうやる気

を出さしていくのか学校現場もその辺をお願いします。 
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桒田委員 

 

 

 

太田委員長 

 

 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

太田委員長 

 

 

阿部教育長 

 

 

太田委員長 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

 

太田委員長 

 

 

阿部教育長 

 

 

太田委員長 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

脳の活性化の為、運動をさせようとあったのですが、気力を持たせ

る為に運動がもたらす効果はありますか。 

 

 

 無気力とされるお子さんが、目標を失って無気力なのか、疲れきっ

てしまってうつ状態の無気力なのかによっても対応が違うと思うので

すが、無気力や複合型の分類は先生方が判断したのですか。 

 

 

 統計する際に基準があります。複合型は家庭の状況やうつの条件が

あって分けています。 

 

 

 それは全国共通ですか。 

 

 

 はい。 

 

 

 先生方が判断するのですか。 

 

 

 はい、先生方の判断です。複合という子どもたちの場合は、病院の

精神科の指導を仰いでいるものもあります。その分は病院で聞いてき

た事を記入しています。 

 

 

 どれかひとつを選ぶのですか。当てはまるものを選ぶのですか。 

 

 

 はい。それであと複合というのもあります。 

 

 

 子どもさんに選んでもらったら違ってくるのではないですか。 

 

 

 回復期に入っている子どもさんにはある程度聞く事ができますが、

不登校になりかけている、又はなっている子どもさん自身には聞く事

は難しいのです。 

 



12 

太田委員長 

 

 

阿部教育長 
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桒田委員 

 

 

 

 

 

宇野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第三者を入れず、担任の先生と一対一の形では難しいと思います。 

 

 

 はい。 

 

 

 運動が無気力に効果があるかどうかという点ですが、うつ病の場合

には、むしろ逆効果です。目標を失って無気力な場合には、運動が目

標につながれば効果が期待できるのではないでしょうか。 

 

 

 以前読んだ本に運動をした無気力な子どもさんの気力の回復が数字

で表れていましたので、運動をすることによって回復するかもしれな

いと思いました。部活している子どもさんで不登校にはなっていませ

んので何か関係しているのかもしれないですね。 

 

 

 不登校の資料を頂いて気になったので過去の資料を調べてみまし

た。例えば北中は昨年度末に２年生が不登校４名だったのが今年度５

月に１人・６月に２人・７月に３人・９月に５人と昨年を越えていま

す。中萩中は去年度末に２年生が７名だったのが５月に６人・６月に

７人・７月に７人・９月に７人と去年を大幅に増加傾向にあり、これ

からも増えるかもしれません。船木中は昨年度２年生３名だったのが、

５月に１人・６月に１人・７月に１人・９月に１人で現在２人登校し

ている様です。生徒指導の会などで良い方法を考えて頂きたい。その

２人は去年、半年を越えて不登校だったのですが、登校する様になり

とても興味深いです。生徒指導の会や校長会等で具体的に話合って、

情報交換ができたら素晴らしいなと思います。 

 

 

ご提案頂いたのですが、教育委員会の中に一つの組織として不登校問

題対策検討委員会を設置しております。昨年度までは養護教諭は入っ

ていなかったのですが今年は養護教諭も入れての組織替えをして、そ

のなかで回復してきた子ども・新たに入った子ども、その事例につい

て研究をして、今年の３月に各校へ配布しました。今年も養護教諭も

入れ、目で見たかたちの事例をあえて生徒指導主事会等で検討し、さ

らに指導資料として各学校に配るように学校教育課の不登校対応の係

がしています。というような形で充実させていきたいと思います。 
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太田委員長 

 

 

阿部教育長 

 

 

 

 

 

 

 

太田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他ご報告はございますか。 

 

 

 今年中高生の海外派遣事業を夏休み中に行いました。最終報告とし

て中高生の海外派遣事業・第２０集・「韓国紀行」日韓新世代交流団 

２００６“未来へ生かすこの時を”という冊子が出来上がりました。

読んでみますと、目的をもって行った子どもたちのそれぞれの韓国体

験が綴られています。この思いをこれからの学校生活等に役立てても

らえたらと願っています。 

 

 

 ありがとうございました。その他ご報告や質問はございませんか。 

無ければ、私からですが、１０月２０日の新聞の記事をコピーしたの

をお持ちしました。昨年２月の事件で小学校を卒業した元生徒が学校

内に不審者のようなかたちで侵入して教師らを刺殺してしまったとい

う痛ましい事件で、鑑定結果、広汎性発達障害というふうに診断され、

その上で処罰を受けたわけです。各社新聞で発達障害と犯罪について

取り上げているのですが、これを見た時にこの障害があるから事件に

結びついたのかというふうに誤解があってはならないと思ったので紹

介しました。まず広汎性発達障害という聞き慣れない障害名だと思う

のですが、平たく言うと自閉性障害の総称で先天的な脳機能障害です。

心の病気ではありませんし、育て方の問題で起こるものでもありませ

ん。そういう特徴のある子どもさんが小学校時代に、いじめがあった

かどうか事実は分かりませんが、いじめられたというふうに感じ、担

任の教師に否定的な感情を持ち続けていて今回の事件を起こしてしま

ったという事です。記事にありますように“教諭の月命日に手を合わ

せるのが５％くらい面倒くさい”と答えたようですが、この障害の特

徴をよく表しているエピソードです。面倒くさいと言われるとご遺族

の方がどれほど傷付くのか、そして自分がどれほど不利になるのか分

かりにくいのです。どなたも気持ちにはいろんな側面があると思いま

すが、この子も残り９５％は心から手を合わせていたのでしょうに、 

１００％ではないということを正直に口に出してしまうのです。雰囲

気を察知したり相手の表情から内心を読み取ることが難しい為、場に

そぐわないような言葉を口に出したりするようです。“偏見を持たな

いで。障害があるために事件を起こすのではなく、周囲の理解や支援

がないため結果的に犯罪に至るケースが出る”と障害のある子の親で

つくる会の方たちの声も記事になっていますが、逆にいじめられたり、

孤立し不登校になったり被害者になる可能性の方がむしろ多いので

す。このような障害を持つ子に対して早い段階から、「場に応じた話し

方、考えのどこまで口に出すか」「場に応じた振舞い方」などを教えて
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佐藤次長 

 

 

 

 

 

太田委員長 

 

 

 

 

桒田委員 

 

 

 

太田委員長 

ゆく必要があり、その有無がその子将来を左右するという事を学校の

先生方に理解して頂きたく資料を用意しました。 

 発達障害者支援法が実施され、新居浜でもいろいろ取り組みがある

と思います。県の事業として特別支援教育体制推進事業巡回相談が機

能しているようです。これは保護者が申し出たり学校側が希望して受

けられるという制度ですが、保護者が希望しても学校が必要無いと断

られて受けられなかったケースがあったようです。反対に学校側が希

望しても保護者が否定される事もあると思うのですが、少なくとも保

護者側の希望があれば学校側は積極的に巡回相談を受けられるような

体制に整えてもらいたいと思います。相談を受けるという事を学校の

対応が悪いからではないかと受け取るのではなく、子どもさんの将来

に関わる事ですので早い段階で快く受けて頂けるようにもう一度確認

をお願い致します。また新居浜でどのぐらいの方が受けられているの

かわかればまた教えて下さい。 

 

 

 今手元に資料が無いのですが、昨年度何校か受けられて良かったと

いうふうに聞きました。私の学校でも受けてみて丁寧にして頂きとて

も良かったと思いましが短い時間だったので足りなかったという意見

はありました。 

 

 

 巡回相談をされている担当の先生によると県の事業で予算もちゃん

とあるようで、まだ予算が余っているようです。 

 何かご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

 

 テレビ番組で“ぼくの生きる道”というのを見ていて初めて理解で

きるというか、皆が知って理解することの大切さを改めて感じました。 

 

 

 それでは次回の定例会の日程は１２月１１日１６時からと致しま

す。 

これをもちまして第１１回新居浜市教育委員会定例会を閉会致しま

す。ありがとうございました。 
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